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消　　防　　局

福岡市消防局訓令甲第 1号

　福岡市消防局公印規程（昭和38年福岡市消防局訓令甲第 4号）の一部を次のように改正

し、令和 8年 4月 1日から施行する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市消防局長　　牧　　田　　哲　　治　　　　

　別表第 1中「人事課長」を「労務課長」に改める。

福岡市消防局訓令甲第 2号

　福岡市消防職員の勤務等に関する規程（昭和26年福岡市消防局訓令第12号）の一部を次

のように改正し、令和 8年 4月 1日から施行する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市消防局長　　牧　　田　　哲　　治　　　　

　第 3 条の 2 第 2 項中「、予防部防災センター」を「及び予防部防災センター」に改

め、「及び早良消防署警備課の職員（救急係の職員のうちから所属長が指定した者に限

る。）」を削る。

　第 8条中「人事課長」を「労務課長」に改める。

　別表警防部警防課の職員（機動救助係の職員に限る。）、警防部救急課の職員（救急需

要対策係の職員のうちから所属長が指定した者に限る。）及び消防署警備課の職員（早良
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消防署警備課の職員（救急係の職員のうちから所属長が指定した者に限る。）を除く。）

の項中「（早良消防署警備課の職員（救急係の職員のうちから所属長が指定した者に限

る。）を除く。）」を削る。

福岡市消防局訓令甲第 3号

　福岡市消防職員の勤務を要しない日の振替等に関する規程（平成 6年福岡市消防局訓令

甲第10号）の一部を次のように改正し、令和 8年 4月 1日から施行する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市消防局長　　牧　　田　　哲　　治　　　　

　第 5条第 1項中「人事課長」を「労務課長」に改める。

福岡市消防局訓令甲第 4号

　福岡市消防活動基本規程（平成 5年福岡市消防局訓令甲第 2号）の一部を次のように改

正し、令和 8年 4月 1日から施行する。

　　令和 8年 3月30日

福岡市消防局長　　牧　　田　　哲　　治　　　　

　第 2条第11号中「通報」の次に「若しくは福岡市火災予防条例（昭和37年福岡市条例第

28号）第29条の 8の規定により市長が発する林野火災に関する注意報」を加える。

　別表第 1中央署の部中央本署警防小隊の項中「大型化学高所放水自動車」の次に「（消

火薬剤タンク付）」を加え、「原液自動車」を削り、同表備考に次の 1項を加える。

　　 8 �　大型化学高所放水自動車（消火薬剤タンク付）は、災害計画出動における化学自

動車、大型化学高所放水自動車又は原液自動車の出動指令で出動する。
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